
国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法にににに基基基基づくづくづくづく土地取引土地取引土地取引土地取引    
    

見見見見    出出出出    しししし    

    

１１１１．．．．国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法のねらいのねらいのねらいのねらい    

    

２２２２．．．．届出届出届出届出のののの必要必要必要必要なななな土地取引土地取引土地取引土地取引    

    

３３３３．．．．事後届出制事後届出制事後届出制事後届出制のののの手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ    

    

４４４４．．．．注視区域注視区域注視区域注視区域・・・・監視区域監視区域監視区域監視区域とはとはとはとは    

    

５５５５．．．．注視区域注視区域注視区域注視区域・・・・監視区域監視区域監視区域監視区域におけるにおけるにおけるにおける手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ    

    

６６６６．．．．届出届出届出届出をしないとをしないとをしないとをしないと法律法律法律法律でででで罰罰罰罰せられますせられますせられますせられます。。。。    

    

７７７７．．．．事後届出事後届出事後届出事後届出のののの場合場合場合場合のののの届出書届出書届出書届出書のののの記載例記載例記載例記載例    

    

    

    

    

    

    

    

    

窓口窓口窓口窓口のごのごのごのご案内案内案内案内                                                

◆◆◆◆総務課 TEL：0152-74-2111       

    



大規模大規模大規模大規模なななな土地取引土地取引土地取引土地取引にはにはにはには届出届出届出届出がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    
    
    １１１１．．．．国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法国土利用計画法のねらいのねらいのねらいのねらい    
    
  国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規

模な土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て審査を受ける

こととしています。 

  これは、大規模な土地取引をした後に、例えば工場跡地に商業施設を建てたり、山林

を開発して宅地を造成した際など、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。

都道府県などは、土地利用基本計画などの様々な土地利用に関する計画に照らして、届

出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。 

  このように、国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引

という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生

活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。 

 

    ２２２２．．．．届出届出届出届出のののの必要必要必要必要なななな土地取引土地取引土地取引土地取引    

  ■次次次次のののの条件条件条件条件をををを満満満満たすたすたすたす土地取引土地取引土地取引土地取引にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては届出届出届出届出がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。■ 

   
                                 
    

  ●売買                 個々の面積は小さくても、権利取得者(売 

  ●交換                買の場合であれば買主)が権利を取得する  

●営業譲渡               土地の合計が左記の面積以上となる場合 

  ●譲渡担保               (「買いの一団」といいます。)には届出が 

  ●代物弁済               必要です。 

  ●現物出資                   【買いの一団】 

  ●共有持分の譲渡             売売売売るるるる人人人人        （（（（土地土地土地土地））））        買買買買うううう人人人人 

●地上権・賃借権の設定・譲渡       甲さん   （い）                 

  ●予約完結権・買戻権等の譲渡       乙さん   （ろ）               

  ●信託受益権の譲渡            丙さん   （は）   

  ●地位譲渡                丁さん   （に） 

                            

                           

         
 

 ①市街化区域        2,000㎡以上    

 ②①を除く都市計画区域   5,000㎡以上    

 ③都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上    

 

 

 

Ａさん 

取引取引取引取引のののの規模規模規模規模（（（（面積要件面積要件面積要件面積要件）））） (い＋ろ＋は＋に)の面積が一定の規模                      

(面積要件)を超える場合は届出が必要 

取引取引取引取引のののの形態形態形態形態 一団一団一団一団のののの土地取引土地取引土地取引土地取引((((事後届出制事後届出制事後届出制事後届出制のののの場合場合場合場合)))) 



    ３３３３．．．．事後届出制事後届出制事後届出制事後届出制のののの手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ（（（（注視区域注視区域注視区域注視区域・・・・監視区域以外監視区域以外監視区域以外監視区域以外のののの土地土地土地土地））））    
    
  土地取引の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、

契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事(政令指定都市の場合は市長)

あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて２週間以内に土地の所

在する市・区役所、町村役場へ届け出て下さい。【【【【事後届出制事後届出制事後届出制事後届出制】】】】 

  届出を受けた知事(市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本

計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、３週間以内に利用目的

の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、

適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をし

ない場合の通知は原則として行われません。 

  なお、届出書は市区町村の国土利用計画法担当課にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権利譲渡者権利譲渡者権利譲渡者権利譲渡者 

権権権権    利利利利    取取取取    得得得得    者者者者    

 

届出届出届出届出 

届出届出届出届出 市町村長市町村長市町村長市町村長 

意見意見意見意見 送付送付送付送付 

 

契約契約契約契約 

助助助助    言言言言 

※適正かつ合理的な土地利用を 

図るために助言することがあ 

ります。 

勧勧勧勧    告告告告 不勧告不勧告不勧告不勧告 

※勧告をしない場合の通知は 

原則として行われません。 
従従従従わないわないわないわない時時時時    

※公表されている土地利用に関 

する計画に適合しない場合に 

は勧告することがあります。 

※勧告に従わない場合には、勧 

告に従わない旨及びその勧告 

の内容を公表することがあり 

ます。 

 
公公公公    表表表表 

利用目的利用目的利用目的利用目的のののの    

審査審査審査審査 

都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事 政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市のののの長長長長 



ＰＯＩＮＴＰＯＩＮＴＰＯＩＮＴＰＯＩＮＴ    

     ●●●●届届届届    出出出出    者者者者    土地土地土地土地のののの権利取得者権利取得者権利取得者権利取得者((((売買売買売買売買のののの場合場合場合場合であればであればであればであれば買主買主買主買主))))    

                    ●●●●届出期限届出期限届出期限届出期限    契約締結日契約締結日契約締結日契約締結日をををを含含含含めてめてめてめて２２２２週間以内週間以内週間以内週間以内    

                                            ※※※※事前届出制事前届出制事前届出制事前届出制のののの場合場合場合場合はははは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。    

                        ●●●●届出窓口届出窓口届出窓口届出窓口    土地土地土地土地のののの所在所在所在所在するするするする市町村市町村市町村市町村のののの国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課        

            ●●●●主主主主なななな届出事項届出事項届出事項届出事項    ((((１１１１))))契約当事者契約当事者契約当事者契約当事者のののの氏名氏名氏名氏名・・・・住所等住所等住所等住所等    

                                        ((((２２２２))))契約締結年月日契約締結年月日契約締結年月日契約締結年月日    ((((３３３３))))土地土地土地土地のののの所在及所在及所在及所在及びびびび面積面積面積面積    

                                        ((((４４４４))))土地土地土地土地にににに関関関関するするするする権利権利権利権利のののの種別及種別及種別及種別及びびびび内容内容内容内容    

                                        ((((５５５５))))取得取得取得取得したしたしたした土地土地土地土地のののの利用目的利用目的利用目的利用目的    ((((６６６６))))土地土地土地土地にににに関関関関するするするする対価対価対価対価のののの額額額額                            
            ●●●●提出提出提出提出するするするする書類書類書類書類    ((((１１１１))))届出書届出書届出書届出書    ((((２２２２))))土地取引土地取引土地取引土地取引にににに係係係係るるるる契約書契約書契約書契約書のののの写写写写しまたはこれにしまたはこれにしまたはこれにしまたはこれに    

代代代代わるわるわるわるそのそのそのその他他他他のののの書類書類書類書類    ((((３３３３))))土地土地土地土地のののの位置位置位置位置をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした縮尺縮尺縮尺縮尺    

５５５５万分万分万分万分のののの１１１１以上以上以上以上のののの地形図地形図地形図地形図    ((((４４４４))))土地及土地及土地及土地及びそのびそのびそのびその付近付近付近付近のののの状況状況状況状況をををを    

明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした縮尺縮尺縮尺縮尺５５５５千分千分千分千分のののの１１１１以上以上以上以上のののの図面図面図面図面    ((((５５５５))))土地土地土地土地のののの形状形状形状形状    

をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした図面図面図面図面    ((((６６６６))))そのそのそのその他他他他（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて委任状等委任状等委任状等委任状等））））    

    

 

 

    ４４４４．．．．注視区域注視区域注視区域注視区域・・・・監視区域監視区域監視区域監視区域とはとはとはとは    
    
 次の区域に指定されると、その区域内の土地取引については契約(予約を含む)締結前に

届出が必要となります。この場合には、土地の利用目的に加えて、予定される取引価格が

著しく適正を欠く場合には、取引の中止または変更を勧告することがあります。【【【【事前届事前届事前届事前届

出制出制出制出制】】】】 
 

    

    

 注視区域とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を

超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の

確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定

都市の長が指定した区域をいいます。 

●●●●届出届出届出届出のののの面積要件面積要件面積要件面積要件はははは、、、、事後届出制事後届出制事後届出制事後届出制とととと同同同同じですじですじですじです。。。。    

 

        
 

 監視区域とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理

的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事ま

たは政令指定都市の長が指定した区域をいいます。 

●●●●届出届出届出届出のののの面積要件面積要件面積要件面積要件はははは、、、、都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事またはまたはまたはまたは政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市のののの長長長長がががが規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる面積以上面積以上面積以上面積以上となとなとなとな

りますりますりますります。。。。    

    

    

    

    

 

届
出
届
出
届
出
届
出
のののの
手
続
手
続
手
続
手
続    

注視区域注視区域注視区域注視区域    

監視監視監視監視区域区域区域区域    

    



    ５５５５．．．．注視区域注視区域注視区域注視区域・・・・監視区域監視区域監視区域監視区域におけるにおけるにおけるにおける手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ    ((((事前届出制事前届出制事前届出制事前届出制))))    
    
 注視区域または監視区域内において、土地取引の契約(予約を含む)をしようとするとき

は、取引の当事者(売買の場合であれば売主と買主)は、取引の予定価格や利用目的を書い

た知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結ぶ前

に土地の所在する市・区役所、町村役場へ届け出てください。 

 届出を受けた知事(市長)は、予定取引価格と利用目的について審査を行い、(1)価格が著

しく適正を欠く場合、(2)利用目的が土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合

しない場合、(3)監視区域において、一年以内の土地転売で投資的取引と認められる場合な

どには取引の中止または変更を勧告することがあります。それ以外の場合には、届出から

６週間以内に勧告をしない旨の文書による通知(不勧告通知)をします。取引の当事者は、

この通知を受ければ契約ができることになります。 

 なお、届出書は市区町村の国土利用計画法担当課にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約 

締結前 

届出届出届出届出 市町村長市町村長市町村長市町村長 

勧勧勧勧    告告告告 不勧告不勧告不勧告不勧告 

従従従従わないわないわないわない    
※契約の中止勧告のほか、利用目的・ 

 価格変更の勧告があります。 

※勧告に従わない場合は、勧告に従わ 

ない旨及びその勧告の内容を公表す 

ることがあります。 

 

予定取引価予定取引価予定取引価予定取引価    

格格格格とととと利用目利用目利用目利用目    

的的的的のののの審査審査審査審査 

都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事 政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市のののの長長長長 

権利取得予定者権利取得予定者権利取得予定者権利取得予定者（（（（買主買主買主買主）））） 権利譲渡予定者権利譲渡予定者権利譲渡予定者権利譲渡予定者（（（（売主売主売主売主）））） 

届出届出届出届出 

意見意見意見意見 送付送付送付送付 

 

公公公公    表表表表    

 

契契契契    約約約約 

従従従従うううう 

 



 

 

 事前届出制の場合、買いの一団に加えて、個々の面積は小さくても権利譲渡予定者(売買

の場合であれば売主)が権利を譲渡する土地の合計が一定面積以上となる場合(「売りの一

団」といいます。)にも届出が必要です。 

 

【【【【買買買買いのいのいのいの一団一団一団一団】】】】    
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【売売売売りのりのりのりの一団一団一団一団】】】】        
売売売売るるるる人人人人            （（（（土地土地土地土地））））        買買買買うううう人人人人 

                                      

                                    

                                   

                                   

                          

                         （イ＋ロ＋ハ＋二）≧一定面積 

 

 

 

 

    ６６６６．．．．届出届出届出届出をしないとをしないとをしないとをしないと法律法律法律法律でででで罰罰罰罰せられますせられますせられますせられます。。。。    

 

 土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて２週間以内に届出をしなかったり、虚偽

の届出をすると、６カ月以下の懲役または 100 万円以下の罰金に処せられます。 

 また、注視区域・監視区域(事前届出制)においても、届出をせずに契約(予約を含む)を

したり、虚偽の届出をした場合、同様に罰せられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一団一団一団一団のののの土地取引土地取引土地取引土地取引    ((((事前届出制事前届出制事前届出制事前届出制のののの場合場合場合場合))))    

    

Ａさん 

（（（（いいいい）））） （（（（はははは）））） 

（（（（ろろろろ）））） （（（（にににに）））） 

（（（（イイイイ）））） 

（（（（ロロロロ）））） （（（（ニニニニ）））） 

（（（（ハハハハ）））） 

売売売売るるるる人人人人            （（（（土地土地土地土地））））        買買買買うううう人人人人    

甲さん    (い) 

乙さん    (ろ)     

丙さん    (は) 

丁さん    (に) 

 

(い＋ろ＋は＋に）≧一定面積 

甲さん 

(イ) 

(ロ) 

(ハ) 

(二) 

Ａさん 

Ｂさん 

Ｃさん 

Ｄさん 



７７７７．．．．事後届出事後届出事後届出事後届出のののの場合場合場合場合のののの届出書届出書届出書届出書のののの記載例記載例記載例記載例 

 

注注注注１１１１    代理人による届出の場合には、代理権の所在及びその範囲を証する書面を添付して

ください。 

 

注注注注２２２２ 届出に関する権利が地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利で

ある場合は、これらの権利の内容（存続期間、残存期間、堅固・非堅固の別、地代

のほか権利設定にあたっての一時金の有無、増改築の禁止などの特約の有無、登記

の有無など）を記載してください。（必要に応じて、「その他参考となるべき事項」

の欄または別紙に記載してください。） 

 

注注注注３３３３ 「工作物等に関する対価の額等」の欄には、消費税額（地方消費税額を含む）に相

当する額を含んだ額を記載してください。 

 

注注注注４４４４ 届出に係る土地に関する権利の移転または設定をする契約と一体とみなされる契

約（土地に関する契約に付随しまたは相当因果関係を有すると認められる支出を内

容とする契約〈例：営業補償、移転料〉。）を行った場合には、その契約の内容を届

出書の「その他参考となるべき事項」の欄に記載してください。 

 

 

 

 

①※印のある欄には記載しないこと。 

②「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

③「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。 

④「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。 

⑤「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等を、

木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。 

⑥「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換等の登記原因の区分により記載すること。 

⑦「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載する

こと。 

⑧「人工面率」の欄には、利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩

石地及び砂地（農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く）以外の

土地の面積の割合の現況及び計画を記載すること。 

⑨「計画人口」の欄には、住宅団地における想定人口等を記載すること。 

⑩「その他参考となるべき事項」の欄には、土地に関する権利の移転または設定と併せて

権利の移転または設定をする工作物等以外の工作物等に関する事項その他を記載する

こと。 

 

     ●●●●詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、土地土地土地土地のののの所在所在所在所在するするするする都道府県都道府県都道府県都道府県・・・・政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市のののの国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課国土利用計画法担当課またはまたはまたはまたは最寄最寄最寄最寄りりりり

のののの市市市市・・・・区役所区役所区役所区役所、、、、町村役場町村役場町村役場町村役場へおたずねくださいへおたずねくださいへおたずねくださいへおたずねください。。。。 

記記記記    入入入入    上上上上    のののの    注注注注    意意意意    

    


